
和歌山市企業局
この印刷物は地球環境に優しい再生紙、
植物油インキを使用しています。８

■和歌山市企業局ホームページ http://www.wakayamashi-suido.jp/ ■和歌山市企業局公式ツイッター https://twitter.com/w_city_suido
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友ヶ島

平成30年4月
和歌山市企業局としてスタートします！
平成30年4月1日、水道局は建設局下水道部と組織統合を行い、「和歌山市企業局」
に名称を変更します。組織統合により、共通業務や類似業務の一元化を行い、組織
のスリム化や市民サービスの向上に努めます。

水道に関する各種お問い合わせ先水道に関する各種お問い合わせ先

水 道 料 金水 道 料 金

水道メーターについて水道メーターについて

○各ご家庭に設置の水道メーターは、計量法の規定により検定有効期限が８年と定められています。
　企業局では、８年の有効期限が切れる前に取替えを行っています。取替えの際はご協力をお願いします。

　・取替対象のお客様へは、事前に「水道メーターの定期取替のお知らせ」を配布します。
　・取替作業中は一時的に水道の使用が出来なくなります。
　・平成30年度の取替地区は、新南、三田、琴ノ浦、川永、松江、名草、和歌浦地区です。

○水道メーターについては、取替えや検針（２か月に１度）の妨げとならないように、次の点に注意して
　いただきますようご協力をお願いします。
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お問い合わせ内容 電　話 担　当
水道料金の納付について

073-435-1298
和歌山市
水道料金センター
（和歌山市役所西側ワイチビル1F）

水道の使用開始・中止について
（４、５日前までにご連絡ください）
検針、料金、使用者・使用戸数（マンション等）などの変更、口座振替について
所有権の変更について
漏水、濁り水、出水不良、修繕について 073-435-1131 維 持 管 理 課
企業局の指定給水装置工事事業者について 073-435-1128 営 業 課
水質に関するお問い合わせについて 073-471-6950 水質試験事務所
その他のお問い合わせ 073-435-1124 企 業 総 務 課
土・日・祝日・夜間・年末年始の緊急連絡先 073-435-1313 警 備 員 室

水道料金の計算例
メーター口径13mmで2か月間に48㎥使用した場合。

基本料金　1,512円
+

従量料金 4,881円

48㎥
20㎥  21円60銭×20㎥＝　432円

4,881円20㎥ 151円20銭×20㎥＝　3,024円
8㎥ 178円20銭×８㎥＝1,425.6円

＝　  （円未満は切り捨て）
合計　6,393円

※水道料金は２か月ごとに請求しています。お支払い
　は、和歌山市内に本支店のある金融機関、収納取扱コ
　ンビニエンスストア、水道料金センター（和歌山市役
　所西側ワイチビル１F）でお取扱いしています。
※便利な口座振替をご利用ください。
■問合先
　和歌山市水道料金センター　TEL 073-435-1298
（下水道使用料については、下水道企画課（TEL 073-
　435-1246）へお問い合わせください。）

■水道料金表（２か月分）　消費税及び地方消費税（8％）を含む
　　　料金区分

口径　　　　　
基本料金

従量料金（1㎥につき）
第１段 第２段 第３段 第４段 第５段 第６段

13mm 1,512円
1㎥～20㎥
21円60銭

21㎥～40㎥
151円20銭

41㎥～60㎥
178円20銭

61㎥～100㎥
216円

101㎥～200㎥
270円

201㎥以上
356円40銭

20mm 2,160円
25mm 3,024円
40mm 7,560円

1㎥～40㎥
151円20銭

50mm 14,256円
75mm 28,944円
100mm 46,224円

※複数戸数（一括請求を行っているマンション等）の料金計算は、届出されている使用戸数に応
　じて、口径13mmの料金を適用して算出しています。計算例については、企業局ホームページ
　をご覧頂くか、水道料金センターへお問い合わせください。
※使用戸数とは、マンション等で入居又は退去により変動する実際の使用戸数であり、現在届出
　されている戸数は検針時に投函する「使用水量のお知らせ」等に記載しています。
※戸数は料金算定の基礎となりますので、変更があった場合は必ず届け出てください。

1 メーターボックスの上には車や
物を置かないようにしてくださ
い。

2 犬は放し飼いにせずに、出入り
口やメーターボックス
付近から離してつない
でおいてください。

3 家の増改築などでメーターボックス
が建物内部や床下になる場合は、管
理しやすい場所へ移してください。
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